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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

　
え
ひ
め
Ａ
Ｉ
と
は
、
砂
糖
・
ド
ラ
イ

イ
ー
ス
ト
・
ヨ
ー
グ
ル
ト
・
納
豆（
菌
）

を
原
料
に
、
家
庭
で
簡
単
に
作
る
こ
と

が
で
き
る
、
地
球
に
や
さ
し
い
環
境
浄

化
微
生
物
の
こ
と
で
す
。

　
家
庭
内
の
消
臭
や
汚
れ
落
と
し
、
水

質
浄
化
、
植
物
の
成
長
な
ど
に
効
果
が

あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
え
ひ
め
Ａ
Ｉ
の
作
り
方
と
使
い
方
の

講
習
会
を
行
い
ま
す
。
事
前
申
し
込
み

は
不
要
で
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

◆
日
時
　

１１
月

１５
日（
金
）

　
　
　
　
午
後
１
時

３０
分
〜

◆
場
所
　
総
合
セ
ン
タ
ー
 

２
階

　
　
　
　
大
ホ
ー
ル（
佐
賀
支
所
前
）

＊
参
加
さ
れ
た
方
に
は
、
サ
ン
プ
ル
を

差
し
上
げ
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

住
民
課 

環
境
保
全
係
　

蕁
４
３
―
２
８
０
０（
直
通
）

　
県
内
の

６５
歳
以
上
の
方
に
、
健
康
と

長
寿
を
願
っ
て
高
知
県
長
寿
手
帳
を
お

渡
し
し
て
い
ま
す
。

　
長
寿
手
帳
を
掲
示
す
る
と
、
県
立
施

設
な
ど
で
入
場
料
の
免
除
や
割
引
な
ど

の
特
典
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
手
続
き
の
際
に
は
、
本
人
確
認
が
で

き
る
も
の（
免
許
証
・
保
険
証
な
ど
）を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
黒
潮
町
役
場

　
本
庁 

健
康
福
祉
課 

福
祉
係

 
 
蕁
４
３
―
２
１
１
６（
直
通
）

　
高
知
県 

地
域
福
祉
部

　
高
齢
者
福
祉
課 

地
域
支
援
係

　
　
蕁
０
８
８
―
８
２
３
―
９
６
２
７

　
国
土
交
通
省
で
は
、

１２
月
１
日
、
全

国
各
地
で
「
平
成

２５
年
住
生
活
総
合
調

査
」を
行
い
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、
住
生
活
基
本
法
に
基

づ
く
住
生
活
の
安
定
・
向
上
に
係
る
総

合
的
な
施
策
を
推
進
す
る
上
で
必
要
と

な
る
基
礎
資
料
を
得
る
た
め
に
、
居
住

環
境
を
含
め
た
住
生
活
全
般
に
関
す
る

実
態
や
居
住
者
の
意
向
・
満
足
度
な
ど

を
総
合
的
に
調
査
し
、
５
年
ご
と
に
実

施
し
て
い
ま
す
。

 
今
回
は
、

１０
月
に
実
施
し
た
住
宅
・

土
地
統
計
調
査（
総
務
省
）に
ご
回
答
い

た
だ
い
た
世
帯
の
中
か
ら
一
部
を
抽
出

し
、
全
国
で
９
万
２
千
世
帯（
高
知
県

で
は
約
１
８
８
０
世
帯
）を
対
象
に
行

い
ま
す
。

　
１１
月

２１
日
か
ら

１２
月

１０
日
ま
で
の
間
、

統
計
調
査
員
証
を
持
っ
た
調
査
員
が
対

象
世
帯
を
訪
問
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

 
本
庁 

ま
ち
づ
く
り
課 

国
道
改
良
対
策
係

蕁
４
３
―
２
１
１
５（
直
通
）

　　
平
成

２５
年
度
狩
猟
免
許
試
験（
冬
期
）

を
実
施
し
ま
す
。
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
な

ど
の
鳥
獣
害
に
お
困
り
の
農
林
業
の
皆

さ
ん
の
受
験
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

◆
狩
猟
免
許
の
種
類

・
第
１
種
銃
猟
免
許

装
薬
銃
を
使
用
す
る
猟
法（
空
気
銃

を
使
用
す
る
猟
法
も
で
き
ま
す
。）

・
第
２
種
銃
猟
免
許

　
空
気
銃
を
使
用
す
る
猟
法

・
わ
な
猟
免
許

　
わ
な
を
使
用
す
る
猟
法

◆
試
験
の
日
時
・
会
場

・
第
１
種
お
よ
び
第
２
種
銃
猟

　
１２
月

２１
日（
土
）午
前

１０
時
〜

　
中
村
地
区
建
設
協
同
組
合
会
館

　（
四
万
十
市
右
山
元
町
３
―
３
―

２６
）

・
わ
な
猟

　
１２
月

２２
日（
日
）午
前

１０
時
〜

中
村
地
区
建
設
協
同
組
合
会
館

◆
受
験
料

①
現
在
、
有
効
な
狩
猟
免
許
を
持
っ
て

い
な
い
方
　
　
　
　
　
５
２
０
０
円

②
現
在
、
有
効
な
狩
猟
免
許
を
持
っ
て

い
る
方
　
　
　
　
　
　
３
９
０
０
円

◆
申
請
書
配
布
場
所

　
高
知
県
庁
鳥
獣
対
策
課
、
中
村
地
区

猟
友
会
、
黒
潮
町
役
場

◆
申
請
方
法

　
申
請
書
類
な
ど
を
、
試
験
日
の

１０
日

前（
必
着
）ま
で
に
、
高
知
県
鳥
獣
対
策

課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
高
知
県
産
業
振
興
推
進
部
鳥
獣
対
策
課

　
　
蕁
０
８
８
―
８
２
３
―
９
０
４
２

　
中
村
地
区
猟
友
会（
月
・
木
の
み
）

　
　
蕁
３
４
―
２
１
６
０

　
黒
潮
町
役
場 

佐
賀
支
所
 

　
海
洋
森
林
課 

林
業
振
興
係

　
　
蕁
５
５
―
３
１
１
５（
直
通
）

【
参
考
】

　
高
知
県
猟
友
会
で
は
、
猟
友
会
員
と

猟
友
会
へ
の
加
入
希
望
者
を
対
象
に
予

備
講
習
会（
有
料
）を
実
施
し
て
い
ま
す
。

日
程
や
申
込
方
法
な
ど
詳
細
は
、
高
知

県
猟
友
会（
蕁
０
８
８
―
８
５
６
―
６

６
４
１
）ま
た
は
中
村
地
区
猟
友
会
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

『
え
ひ
め
Ａ
Ｉ
』作
り
方
講
習
会

「
住
生
活
総
合
調
査
」
に
ご
協
力
を

高
知
県
長
寿
手
帳
に
つ
い
て

あ

い

狩
猟
免
許
試
験
の
ご
案
内


